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はじめに 

 

現在日本では他の先進国と比較して類を見ない、急激な勢いで少子・高齢化が進んでいる。

図１は、国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計を示したものであるが、2100 年に

はわが国の総人口は現在の約半分まで減少すると予想されている。また、総人口に占める高

齢者の割合も急速に上昇する。そして、少子化の大きな原因は合計特殊出生率の低下である

が、図２に示されているように低下は依然として続いている。人口減少の背景には、未婚化、

晩婚化、晩産化、夫婦出生力の低下があり、人口減少社会において生産年齢人口の減少が経

済成長の制約となることが懸念されるため、行き過ぎた出生率低下に歯止めをかけること

と、新たな労働力を確保することが重要である。 

新たな労働力の候補としては、女性、高齢者、外国人等が考えられる。本稿では、それら

の中から女性の労働力に注目した。まず、女性の労働供給を抑制する原因の一つとして考え

られる配偶者控除・特別控除について分析する。 

配偶者控除制度は、一定の控除が認められる自営業世帯との税制上の差をなくすことと、

専業主婦の「内助の功」を評価する声が高まったことから 1961 年に導入された。また、1987

年には配偶者特別控除が「収入の壁」をなくすために導入された。しかし、現制度で控除を

受けるには、配偶者の所得額に関して 103 万円までを配偶者控除、141 万円までを配偶者特

別控除の適用範囲として上限を設けていることから、控除適用範囲内におさめようと配偶者

は収入を調整してしまい、十分に労働力を活用できていないことが指摘されている。控除対

象を拡大した場合、パート労働者が増加し、縮小した場合はフルタイム労働者が増加すると

言われている。 

本稿の目的は、経済成長の源泉である労働力を補うために女性の労働供給を増加させるこ

とである。そのため、女性の労働意欲を制限していると考えられる配偶者控除・特別控除制

度を分析し、制度を変更するとともに、新たな税額控除制度を提案する。 

本稿の構成は以下の通りである。まず第１章では、前半でＭ字カーブの国際比較を通じて

女性の労働供給について論じた後に、配偶者控除・特別控除制度についての概要、創設背景

と目的、仕組みを述べ、さらに”103万円の壁“といった制度の問題点を挙げる。しかし、
配偶者控除・特別控除制度の廃止は増税を意味することになるので、第２章は減税策として、

税額控除を取り上げる。まず、アメリカの税額控除制度（ＥＩＴＣ）を紹介し、所得効果と

代替効果についても述べている。それを踏まえたうえで、日本の女性に適用するべきかを明

らかにする。第３章では、第１節で女性、特に既婚女性の就業形態や労働供給可能性に関す

る国内の先行研究について、第２節で税額控除制度に関する先行研究をそれぞれ概観してい

る。第４章では、第 1節で『家計調査年報』（総務省統計局）のデータを用いて、控除制度
が女性の労働意欲を制限しているかどうかを明らかにしている。続いて第 2 節では、同じ
く『労働力調査年報』（厚生労働省）から得られる時系列データとパネルデータを用いて、

控除制度廃止の影響がどのように現れるかを分析している。第５章では第１節で、前章の推

定結果を使用して EITC のような税額控除制度を日本の現行制度に新しく適用したらどう
なるかを述べる。第２節では『労働力調査』（総務省統計局）のデータを用いて、日本にＥ

ＩＴＣを導入した場合の、労働力人口の変化を検証する。 

最後に第６章で政策提言をしている。 
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図１ 将来人口推移（国立社会保障・人口問題研究所中位推計より作成） 
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図２ 合計特殊出生率（厚生労働省「人口動態統計」より作成） 
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第 1章 問題の所在       

 

第１章では、配偶者控除・特別控除制度の問題の所在について述べる。まず第１節でＭ字

カーブを取り上げ、どういった人の労働供給を増加させるのかを明確にする。第２節では配

偶者控除･特別控除制度についての概要、創設背景と目的、仕組みについて述べる。第３節

では、第２節で示された配偶者控除・特別控除制度のどういった部分に問題があるのかを明

らかにする。 

第１節 Ｍ字カーブの国際比較 
 

女性の労働力率や有業率が出産や育児の時期に特に低下することについては、その折れ線

グラフがアルファベットのＭ型であることからＭ字カーブと呼ばれている。図３は主要先進

諸国の各年のＭ字カーブを示したものである。横軸は年齢、縦軸は女性の有業率である。 

確かに、ベルギーやフィンランドなど、1980年代まで遡っても出産・育児期の女性労働力

率が、20歳代前半期よりも低くない国がいくつかある。しかし、フィンランドも1960年代前

半にはＭ字カーブがあった。アメリカも1970年代後半までは典型的なＭ字カーブが観察さ

れ、1980年代後半までは20～24歳の労働力率よりも25～34歳のそれが低かった。フランスも

1970年代までは同様であったし、イギリスには1990年代初頭までＭ字カーブがあった。各国

とも、様々な子育て支援と女性の多様な働き方を確立することでＭ字カーブを解消してき

た。現在は、韓国と日本に同様のＭ字カーブがみられる２。 

われわれは、日本に依然として残るこのＭ字カーブの窪み部分に注目した。確かに、最近

になるにつれてＭ字の窪み部分は小さくなっている。しかし他の先進諸国と比較すると、そ

こに該当する人々がよりいっそう働けるようになれば労働力人口を増やすことができるの

ではないかと考えた。 
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２ この点についての詳細は、鈴木（2006）を参照。 
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図３ 先進諸国の女性の有業率(OECD Labor force statistics より作成) 
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第2節  配偶者控除・特別控除制度について 
 

第 1節で述べたように、Ｍ字カーブの窪み部分の人々を働けるようにするために、われわ

れは配偶者控除・特別控除制度に着目する。 

 

 

1. 概要 
 
配偶者控除は専業主婦の「内助の功」を評価する声が高まったことと、一定の控除が認め

られる自営業世帯との税制上の差別をなくすことを目的として 1961 年に創設された。現在

は、生計を一にする配偶者（控除対象配偶者）がいて、その合計所得金額が 380,000 円以下

の場合に適用し、控除額は 380,000 円に固定している。いわば配偶者に対する基礎控除であ

る。 

配偶者特別控除は 1987 年に「収入の壁」をなくすために導入された。世帯主の合計所得

金額が 1,000 万円以下で、控除対象配偶者の合計所得金額が 760,000 円未満の場合、その合

計所得金額に応じて控除金額が決定する。 

 

 

２.創設背景と目的 

 
配偶者控除が置かれた背景について説明する。近代主婦の誕生について、瀬地山（1996）

は労働力の安定的供給という観点から、生産労働と家事育児の再生産労働とに専従者を設け

るほうが効率的で理に適っているとし、初期の社会政策が労働供給にとってなくてはならな

い措置であったことを説明している。それではなぜ男性は生産活動、女性は再生産活動のよ

うに男女で役割が固定されているかと言うことについて、大沢(2002)は社会保障体系の特徴

を家族頼み、男性本位、大企業本位にまとめ、社会保障制度が男女の役割分担を成立させる

要因になっていると指摘する。加えて配偶者控除が創設された 1960 年代は、高度経済成長

と第一次産業から第二次産業への転換があり、労働力の安定した供給が必要であったこと、

年功序列、終身雇用、労働組合の三種の神器である日本型雇用慣行が成立し、男性は仕事に

専念しなければならなかったこと、家父長制で夫が家庭を支えなければならないとされてい

たことから「男性は生産活動、女性は再生産活動」という役割分担が生じた。「内助の功」、

「専業主婦」とはそうした概念の形成によって働く夫を妻が支えることを前提にした産物で

あり、労働供給の面から専業主婦の存在は不可欠とされ価値は高まっていった。自営業世帯

との税制上の差別をなくすことも、専業主婦の働きによる再生産活動の貢献の重要性が高ま

ったことが起因している。 

配偶者特別控除は、配偶者控除による弊害として、妻の収入が控除適用範囲外になると課

税により夫婦の合計所得金額が減少してしまい、妻の年収を範囲内にとどめようとする行動

が多く見られるようになり「収入の壁」が発生したため、控除額を段階的に減少させること

で就労調整を抑制させることを目的として創設された。 

 

 

３.仕組み 

 
配偶者控除・特別控除制度は過去に変更されており、現在の仕組みに決まったのは 2003

年のことである。図４は 2003 年度の税制改正を示したものである。妻の合計所得金額が 0

円から 380,000 円以下の場合は配偶者控除の 380,000 円を、380,001 円から 760,000 円未満

の場合は配偶者特別控除の最高額 380,000 円までのどちらかの控除を適用することを内容
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とする。つまり配偶者特別控除のうち、配偶者控除と重複して排除される部分が廃止された

ということである。したがって、妻の年収が 1,030,000 円未満の場合、配偶者控除の 380,000

円と配偶者特別控除の最高額 380,000 円までを重複して受けられていたことができなくな

った。しかし、パート収入のある配偶者の所得と合算した世帯の手取りの所得が減らないよ

う、調整された部分は残っている。この 2003 年 3 月の配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止

は、配偶者控除・特別控除の創設時と比べて現在では共働き世帯が増えたことと、配偶者特

別控除が女性の就労の選択に中立的でないということから過度な専業主婦の優遇措置をな

くし、税制の改正により構造変化に適応しようとして行われた。 

なお、これは年収 1,030,000 円以下の妻がいる家庭には増税であるが、増税による歳入の

増加分は少子化対策として 2004 年度以降の支給年齢が引き上げられた児童手当に用いられ

ることとなった。 

 

 

 

 

 
図４ 2003 年の制度変更の内容 

（国税庁ホームページhttp://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/046.htm 

2006 年 10 月７日閲覧） 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００６発表論文  1６th‐1７th Dec.2006 

 8

第3節  配偶者控除・特別控除制度の問題点 
 

技術進歩（産業化）と家事の市場化による家事時間の短縮で時間に余裕が生まれた。その

時間を再生産活動のみならず生産活動に費やす可能性が生まれ、女性の就労増加に貢献し

た。しかし、現制度では、配偶者の給与収入が 0 円から 1,030,000 円以下を配偶者控除、

1,030,001円から1,410,000円未満を配偶者特別控除の適用範囲として適用に上限を設けて

いることから控除適用範囲内に納めようと配偶者は収入を調整してしまい、十分に女性の労

働力を活用できていないことが指摘される。この調整のことを“103 万円の壁”という。そ

れは図５において1989年、1994年ともに女子パート労働者の賃金が900,001円～1,000,000

円の項目が多いことで示されている。また、図６、７では男女別パート労働者の就業調整の

有無を述べており、どちらの年も女子の方が「調整する」の割合が高い。図８、図９を見て

も、女子パート労働者の多くが配偶者（特別）控除を意識して、あるいは実際に就業調整を

行って働いていることがうかがえる。このことから性別に基づく役割分担は過去の社会状況

を反映したものであり、それに基づいて創設された配偶者控除・特別控除制度は現代に適し

ていないといえる。制度が特定の生き方、つまり制度上標準とされる世帯構成であるサラリ

ーマンと専業主婦世帯に誘導しているのである。 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

40
未
満
～
50
～
60
～
70
～
80
～
90

～
10
0

～
11
0

～
12
0

～
13
0

～
14
0

～
15
0

～
30
0

～
50
0

50
0～

（万円）

（
％
）

1989年

1994年

 
図５ 女子パート労働者の年間賃金分布（出所：樋口他（2001）） 
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図６ 1990 年 

パート労働者の就業調整の有無 男女別（出所：樋口他（2001）） 
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図７ 1995 年 

パート労働者の就業調整の有無 男女別（出所：樋口他（2001）） 
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図８ 女子パート労働者の非課税限度と就労調整の意識（出所：樋口他（2001）） 
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図９ 女子パート労働者が就業調整をする理由（出所：樋口他（2001）） 
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第2章 税額控除 

 

 

前章では、労働供給が減る中、女性の働く意欲を阻害する罰則規定のような配偶者控除・

特別控除は廃止するべきであることと、配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止で、配偶者控

除・特別控除制度の廃止は増税を意味することを話した。そこで本章ではこの増税を相殺で

き、同時にいっそうの労働促進につながる減税策として税額控除を取り上げる３。まず第１

節では税引き後賃金の変化による所得効果と代替効果について述べる。次に第２節ではアメ

リカの勤労所得税額控除（ＥＩＴＣ）の説明をしている。最後に３節で、日本の女性にこの

制度を適用すべきかどうかについて述べる。 

第1節 労働供給行動における所得効果と代替効果 
 

本節では労働者の効用最大化の理論を用いて労働供給量を、労働時間H、余暇時間 L、
総時間T 、消費量C、消費財価格P、名目賃金W の５つの変数を用いて説明する。効用を

),( LCU と表すと、原点に向かって凸の無差別曲線を描くことができる。家計は総時間T の
中から、余暇 Lと労働H に充てる時間を選択する。両者はトレードオフの関係にあり、無
差別曲線は、同じ効用水準を実現する所得と余暇の組み合わせである。すべての時間OAを
余暇に費やせば、所得はゼロになる。逆に、すべての時間を労働時間に費やせば、所得はOB
となる。予算制約線は ABであり、予算制約式は、 PCWLT =− )( である。整理すると、

L
P
W

P
TWC −= なので、予算線の傾き OAB∠ は、

P
W

− である。次に課税した場合を考え

る。税率を tとすると、時間あたりの賃金率は )1( t
P
W

− に低下し、予算線は傾き OAC∠ と

なり、予算制約線は ACとなる。このときE点から F 点への移行は、２つの効果に分けて
考えることができる。E点からG点への移行は、同じ無差別曲線上で、余暇を増やして労
働を減らす代替効果であり、G点からF 点への移行は、異なる無差別曲線間で余暇を減ら
して労働を増やす所得効果である。 

労働所得税は家計の労働供給行動に影響を与える。図 10 は労働供給が増加する場合を表

したものである。代替効果が所得効果よりも小さく、労働意欲が課税によって高まっている。

しかし、図 11 では代替効果が所得効果よりも大きく、課税によって労働意欲が減退してい

る。これは、課税によって可処分所得が減少してしまうからである。 

                                                      
３ わが国の現行制度下では、配当、住宅ローン、寄付金などについての税額控除がある。一方、配偶者控
除・特別控除は税額控除ではなく所得控除である。 
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配偶者控除廃止に伴う増税による労働意欲の減退の可能性を考慮し、減税効果のある税額

控除を導入することで増税の負担を緩和することが必要である。次節では税額控除の具体例

としてアメリカにおけるＥＩＴＣを紹介する。 

 

 

 
 

図 10 所得効果＞代替効果         図 11 所得効果＜代替効果 

 

 

 

第2節 アメリカの勤労所得税額控除（ＥＩＴＣ） 
 

アメリカの勤労所得税控除税制度ＥＩＴＣ(Earned Income Tax Credit)は、就労の有無に

関わらず支援を行う税制及び社会保障制度が、労働市場における雇用に対して歪みを与え、

特に低所得層の就労インセンティブを損なう方向に働いているという懸念に基づいて所得

税及び社会保障税負担を軽減し低所得層への財政的支援を行うこと、就労インセンティブを

促進して労働供給を増やすことを目的として 1975 年に導入された。2000 年７月時点で、14

の州とコロンビア特区が州所得税の一部としてＥＩＴＣを採用しており、ほとんどが連邦の

補助金の一定率、連邦と同じ所得区分を採用している。具体的な税額控除の受給要件は、以

下の通りである。 

 

 

① 稼得所得があること  

② 稼得所得が 10,710 ドル未満であること（子供 1人の場合 28,281 ドル未満、子供 2人以

上の場合 32,121 ドル未満）  

③ 投資所得が 2,450 ドル以下であること  

④ 米国市民であること、または年間を通じて米国に在住していること  

⑤ 社会保障番号を持っていること  

⑥ 夫婦個別申告でないこと 

 

次に、ＥＩＴＣを導入する前と後の予算線及び効用の変化を説明する。図 12 は労働者の

所得と余暇の選択を示したものである。ＥＩＴＣがない場合労働者の予算制約線はＥＦであ

る。ＥＩＴＣの特徴は控除額を３段階に分けていることである。 
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① 稼得所得が増加するにつれて控除額も増加する逓増段階 （ＬＡ区間） 

② 所得が増加しても控除額が最高控除額で一定の定額段階 （ＡＢ区間） 

③ 所得の増加に伴い控除額が減額される逓減段階     （ＢＣ区間） 

 

したがって制度導入後の予算制約線はＥＡＢＣＤになる。このとき制度導入前にはｍの無

差別曲線を持つ人は点Ｅを選択し全く働かないが、導入後は無差別曲線の位置はｍ´までシ

フトし点Ｅ’を選択し、働くようになる。つまりこの制度設計によって、稼得所得を有する

ことが要件であることから、控除を受け取るためには就労することが必要なる。さらに、逓

増段階で稼得所得が増加するほど控除額が大きくなり、しかも還付方式であることから課税

額を上回る控除額分をネットで還付されることになるので、就労することが経済的に有利に

なる。しかし、一方で、逓減段階ではより働くほど控除額逓減されるため、むしろディスイ

ンセンティブが発生するデメリットがある。 

また、ＥＩＴＣは大部分が還付方式の税額控除を採用している。税額控除はその与え方に

より非還付方式と還付方式の２種類に分類することが出来るが、この２つの方式は効果が大

きく異なり、伝統的な税額控除の概念と合致する非還付方式の場合、算出税額が税額控除に

よって相殺され、納付税額がゼロになる。一方、還付方式の場合、“算出税額＜税額控除額”

であれば算出税額が相殺されるのみならず、その差額が現金給付される。ＯＥＣＤ諸国にお

いては還付方式の税額控除が拡大しており、アメリカに加えイギリス、フランス、カナダ、

ベルギー、アイルランド、ニュージーランドなどが還付方式の税額控除を実施している。Ｅ

ＩＴＣは雇用促進のために、還付方式の税額控除を用いて実質賃金を引き上げることで、不

就労のまま福祉に依存するよりも就労して所得を得る方を相対的に有利にする(Make Work 

Pay)ことを念頭に置き作られた制度である。ＥＩＴＣは子供がいる世帯の方がより控除額が

大きくなるものの、子供のいる世帯だけでなく、単身者・夫婦のみの世帯も利用することが、

就労し獲得所得があることが要件の１つとなっている、子供がいる場合、子供の年齢が 19

歳未満(学生の場合 24 歳未満)、子供がいない場合、本人が 25 歳以上 65 歳未満であること

も要件であり、夫婦子供２人世帯の場合、税額控除の額は最高で 4,300 ドルとなる。 

   

 
図 12 低所得者の予算制約線：稼得所得者税額控除の効果 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００６発表論文  1６th‐1７th Dec.2006 

 13

第3節 日本の女性に適用するべきか 
 

前節ではアメリカの勤労所得控除を紹介した。このような制度を日本に導入することで女

性の労働供給を増加させることはできるだろうか。 

女性が低所得者にあたる理由は２つある。第一に、女性労働者は男性労働者より賃金が低

いことである。図 13 は厚生労働省の平成 14 年「賃金構造基本統計調査」の一ヶ月当たりの

現金給与額を基に作成したグラフである。図 13 から、男性労働者は 54 歳までにかけて右上

がりになっており、年功序列賃金制度が成立している。全年齢階級中最高額の現金給与額を

受け取っている 50 歳から 54 歳まで関しては 43 万 9500 円と、40 万円を超えている。 

ところが女性労働者の場合、39 歳にかけては多少右上がりの傾向が見られるが、30 歳か

ら 39 歳で最高額 26 万 6100 円を得た後は大きな変動はとくに見られず、比較的横ばいに近

くなっている。これは、女性のＭ字カーブに関して言われているように、女性は出産・育児

休業や退職により一旦職場を離れ、復帰時にはパートタイマーとして働くためであり、給料

が頭打ちになって、なかなか昇給しにくいことが伺える。出生・育児による休業や退職の影

響から所得は 30 万円にとどいておらず、女性は男性と比較してどの年齢においても所得は

低いが、特に 40 歳から 55 歳にかけて賃金格差が大きい。 
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図 13 １ヶ月当たりの現金給与額の男女比較 

（厚生労働省「賃金基本統計調査」より作成） 

第二に、パートタイマーで働く女性は男性より多く、パートタイマーは一般労働者より賃

金が低いことである。図 14 は厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」のデータを基に、1980

年から 2003 年の１時間あたりの所定内給与額をパートタイマーと一般労働者で比較したグ
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ラフである。このグラフにみられるように、パートタイマーはフルタイマーより賃金が低い。

最大賃金格差は 2002 年の時給 481 円であり、およそ 500 円の差が生じ、近年その格差が拡

大している。 
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図 14 1 時間あたりの所定内給与額についての女性パートタイマーと女性一般労働者の比較 

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成） 

 

パートタイマーに占める女性の割合も高い。図 15 は総務省統計局「労働力調査」の 1965

年から 2005 年のデータに基づいて、短時間雇用者数（週間就業時間 35 時間未満のもの）と

そのうち女性が占める割合を示したグラフである。パートタイマーの女性は約７割と、比率

でみて男性の約 2.5 倍が、パートタイマーとして働いている。彼女らは働こうにも家事・育

児と仕事の両立への不安や、企業が一旦職を離れた女性をパートタイマーとして再雇用する

傾向にあることから、仕方なくパートタイマーとして働かなくてはならない状況に置かれて

いる。女性はパートタイマーであるが故に低賃金であり、長時間働くことができないでいる。 

女性の労働力が有効に扱われていないことに関して、日本の女性は学歴が高いほど再就職

する割合が低いというデータがある。これは、結婚後に仕事を続けるかどうかを検証した滋

野・大日（1997）、森田（2004）金子（1998）、山田(2000)によって、教育水準は就業の継続

において有意でない、言い換えれば、教育水準が高くてもそれに見合った投資分を回収しよ

うとしないで就業することを止めてしまう女性がいるという検証結果から知られている。再

就職の場合、希望に沿う仕事を見つけるのが困難であるために、再就職をしない女性が増え

ているのである。 

女性の非正社員化と非労働力化の原因は、日本では正社員の労働時間が長いのは当然であ

るという考え方が主流であることが大きく起因している。「男性は外で仕事、女性は家で家

事育児」という男性中心の雇用形態が長年定着してきた結果、女性は途中退職するものであ

るという考え方が世間一般に広まり、制度や労働市場の構造が女性の就労を抑制するように

つくられてしまっている。 
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図 15 短時間雇用者数（週間就業時間 35 時間未満のもの）とそのうち女性が占める割合 

（総務省統計局「労働力調査」より作成） 

 

図 16 は総務省統計局「労働力調査」の 1965 年から 2004 年のデータを使用して、雇用者

中短時間労働者が占める割合と女性雇用者中短時間労働者に占める割合を示したグラフで

ある。雇用者中短時間労働者に占める割合に関して、2004 年は約 25%が短時間労働者であり、

1965 年の約４倍になっている。 

女性雇用者中短時間労働者に占める割合に関して、2004 年の女性の短時間労働者は女性

全体で約 40%を占めており、年々増加している。 

短時間労働者の増加と共に女性の短時間労働者も同じように増加していることから、女性

のパートタイマーが近年になって増加していることが、認められる。 

以上をまとめると、全体として女性は低賃金労働者であり、中でも女性パートタイマーの

賃金の低さが顕著であること、女性のパートタイマーが近年、増えてきていることが明らか

になった。 
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図 16 短時間労働者に占める割合と女性雇用者中短時間労働者が占める割合 

（総務省統計局「労働力調査」より作成） 

 

女性の活用は企業業績の向上に繋がる 

 

先に、女性の短時間労働者が増加していることを述べたが、女性の活用は企業の生産性向

上に大変有効であることが明らかになっている。 

女性の活用度合いと企業の業績との間にはプラスの関係が存在する。経済産業省は 2003

年に行なった研究４で、女性比率の高さは企業の利益率にプラスの影響を与えることを明ら

かにしている。2004 年の 21 世紀職業財団の調査５でも、女性の能力の活用を促進すること

と経営パフォーマンスを上げることとの関連が見られると、同様の結果が出ている。女性の

能力発揮や仕事と家事・育児の両立支援策に力を入れている企業では、働く人のモチベーシ

ョンが高まり、その結果、企業の業績の向上に寄与しているのである。ただし、これらは単

純に女性の雇用者数をのばすだけでは達成されない。条件として、男女勤続年数格差が小さ

いこと、出産などで退職した女性の再雇用制度を実施していること、つまり「女性が活躍で

きる企業風土」が整っていることが提示されている。このプラスの効果は、以前からの男性

中心の立場に立った日本的企業の体勢では有効に働かないため、企業の意識改革が必要不可

欠であることを指摘している。 

少子高齢化の進行速度が速い日本では、2006 年になってついに死亡率が出生率を上回り、

人口減少が始まった。2007 年には団塊の世代の大量退職もあり、労働力人口の減少を食い

止める対策の即急な実施は避けて通れない事態になっている。女性の活用と企業業績のプラ

スの関係から、企業は質の良い労働力の確保にともない、女性の活用に意欲的になるべきで

あり、職場に根付いている男女間の格差をなくし、女性が活躍できる環境を整えていくこと

が求められている。 

このように、女性の活用促進は企業の戦略として大いに理にかなっているといえ、女性の

採用に対してこれまで以上に企業は本腰を入れて取り組んでいくべきであるという十分な

裏付けが存在するのである。よって、われわれはＥＩＴＣのような税額控除制度を日本に導

入すべきであると考えた。その根拠は（１）第１，２節で示したようにＥＩＴＣのような制

度が低所得者の労働供給の増加に有効であること、（２）本節で明らかにしたように、日本

の多くの女性が低所得者であることの２点である。第４章では労働供給関数を用いた分析を

行い、その結果を踏まえた上で政策提言を行う。 

                                                      
４ 経済産業省（2003）『男女共同参画研究会報告：女性の活躍と企業業績』 
５ (財)21 世紀職業財団（2004）『企業の女性活用と経営業績との関係に関する調査』 
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第3章 先行研究        

 

 

第２章では、第１節で女性、特に既婚女性の就業形態や労働供給可能性に関する国内の先

行研究について述べる。最初に、妻の就業と所得不平等に税制が与える影響について調べた

小原（2001）、次に家事従事者の労働供給の可能性について調べた田中（2001）、既婚女子の

雇用形態の選択に関して調べた永瀬（1994）、配偶者控除・特別控除制度に関して調べた樋

口他（2001）、配偶者特別控除の部分的廃止が女性の労働供給に与えた影響ついて調べた別

所（1997）、有配偶書生の就労と労働時間選択について調べた坂田・McKenzie（2005）につ

いて述べる。 

続いて第２節では、ＥＩＴＣの労働市場への参加、労働時間に与えた影響について述べら

れた内閣府政策統括官（2002）の「海外諸国における経済活性化税制の事例について」を先

行研究で取り上げる。 

 

 

 

第1節 配偶者控除・特別控除 
 

 

 小原（2001）は、1993～1997 年の『消費生活に関するパネル調査』（家計経済研究所）の

パネルデータを用いて、妻の就業と所得不平等に税制が与える影響を分析している。夫の勤

め先収入の 10 分位ごとに、妻が市場労働を行っていれば１、行っていなければ０となる変

数を被説明変数にして推定を行っている。その結果、夫の所得が高い妻ほど専業主婦の割合

が弱まり、逆に妻が有業者で夫婦ともに所得が高い家計が増えてきていることを明らかに

し、これにより生じた世帯全体の不平等化に言及している。また、配偶者控除・特別控除に

も言及し、配偶者控除が世帯所得の平等化に貢献していないことを指摘している。ただし、

この不平等化は不可避的なもので政策的には排除できないとして議論を終えているが、不備

が存在する限り夫婦構成の変化に即した制度へ改変されるべきであるということを確認し

ている。 

 田中（2001）は、1970～2000 年の『国民生活時間調査』（日本放送協会）のパネルデータ

を用いて、「家庭婦人６」の家事時間のデータをもとにして家事従事者の労働市場への参加

                                                      
６ 「職業を持っていない人」のうちで「主として家事に従事している女性」のこと。「家事従事者」とほぼ重なる概念
であるが、 

（1）男性を含まない 
（2）報酬を得る仕事をしている人を含める 
という点で、両者にはずれがある。 
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の可能性を分析している。その結果、家事専従者の労働供給の可能性はあるとして、家事専

従者の労働供給は増大していく余地を指摘している。しかし、時間量からすれば期待できる

労働供給増加量は必要時間量の 1/3 以下であるとして、現段階では大きい効果は与えないと

している。それでも今後、スタンダードとして要求される労働時間が今よりも長くなり、長

時間労働を家事従事者自身が許容するようになれば、労働供給可能性は著しく増えるという

ことを述べている。具体的には、週 60 時間を基準に 1985 年の推計値を用いた結果、2025

年までに必要な労働時間量である家事専従者一人あたり週 13 時間の市場労働への参加が得

られるとしている。また、もうひとつの見込みとして、家事時間を一日５時間弱にするとい

う家事時間の大幅な短縮を挙げている。 

 永瀬（1994）は、1983 年の『1983 年職業移動と経歴（女子）調査』（雇用職業総合研究所）

のパネルデータを用いて、「労働時間」と「従業上の地位」からパート労働者を中心に既婚

女性の就業選択を分析している。就業者は、従業上の地位として、「パート」、「正社員」、「家

族従業」、「自営業、個人営業」、「内職」のいずれかを選択する形となっている。「正社員」

を基準として、それぞれの項目を選択したものを１、選択しなかった者を０とする「パート

ダミー」、「家族従業者ダミー」、「自営業ダミー」、「内職ダミー」を賃金関数に説明変数とし

て入れてその効果をみている。これによると、パートは正社員よりも賃金率が約３割低く、

パートの約半数が週 35 時間以上の長時間労働者であることが確認されている。さらに、正

社員とさして変わらない労働時間、仕事内容であるのに、正社員との賃金格差が入社から勤

続とともに拡大することから不満を訴える者が多いとも述べられている。一般に言われる、

パートは労働時間選択に高い柔軟性を有しているということについても、長時間パートは教

育年数が短い者ほど多いこと、離職年数が長いほど正社員になりにくいことから企業の影響

を強く受けて仕方なくパートを選択する実情を明らかにしている。そして、育児後の再就職

には短時間パートが最適であると考え、自らパートを望んでいる者がいることも明らかにし

ている。しかし、パートは勤続年数が将来賃金をほとんど高めず、キャリア形成に繋がる雇

用機会に恵まれないことから、待遇は必ずしも良いとは言えない。他方、正社員は良好な就

業機会に恵まれ、賃金水準が高く、勤続年数が長期化することで賃金は上昇するが、家庭と

の両立が困難なことから、家事・育児を代わりに担ってくれる祖母と同居しているものが正

社員のうちの大きな割合を占めていることも明らかにしている。 

 樋口他（2001）は、1993 年の『消費生活に関するパネル調査』（財団法人家計経済研究所）

のデータを用いて女性の就業行動と配偶者控除・特別控除制度の関連を分析している。具体

的には、女性有配偶者の就業形態を「制度内パート７」＝０、「正社員８」＝１、「無業者９」

＝２、「制度外パート１０」=３のダミー変数として表している。有配偶女性が就業行動を選

択するにあたっては、夫の可処分所得１１や世帯の預金などといった家計の財務状況ととも

に、年齢や学歴といった本人の属性、子供の有無や親との同居を考慮するものと仮定し、そ

れぞれを説明変数に加えている。また、適用所得上限額を説明変数に加え、そのパラメータ

の検定により、配偶者控除制度等の就業行動への効果を検証している。その結果、公平性に

おいて、配偶者控除等の恩恵が高所得者世帯に集中しがちであり、配偶者控除等の適用範囲

内にすべく妻が就業を抑制していることが示されていることから、雇用者世帯間の垂直的公

平性の改善を指摘している。中立性については、配偶者控除等の拡充は有配偶女性のパート

労働者としての労働力を増大させ、同時に配偶者控除等の拡充はパート労働者の労働時間を

長くすることに繋がるということを明らかにしている。 

                                                                                                                                                            
 
７ 制度内パート：配偶者控除制度等の適用対象の非正規雇用労働者。 
８ 正社員：正規雇用労働者。 
９ 無業者：専業主婦。 
１０ 制度外パート：配偶者控除制度等の適用対象外の非正規労働者。 
１１ 夫の可処分所得には、夫の年収から配偶者控除、配偶者特別控除、基礎控除及び給与所得控除の控除額を差し引い
たものを使用している。 
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別所（1997）は、都道府県のクロスセクションデータを用い、配偶者特別控除の部分的廃

止が女性の労働供給に与えた影響に関して分析をしている。「女性パートタイマーの年間平

均労働時間」を被説明変数、「平均時間給」、「６歳以下の親族がいる世帯比率」、「配偶

者控除を理由に就業調整をする人の比率」、「世帯人員一人当たりの夫の所得の伸び」、「パ

ートタイマーの勤続年数」を説明変数として推定を行っている。 

その結果、時間給が上昇した場合、パートタイマーは時間給の上昇による所得の増加より

も同じ所得を維持するための労働時間の短縮を優先していることを示していること、幼い子

供のいる親は比較的若いであろうから年齢の影響を代理している可能性があること、配偶者

控除の存在が、労働時間の決定に対して有意に負の影響を持つことを示し、女性パートタイ

マーの労働動機に家計補助の側面が強いとすると、夫の所得の伸びは労働時に対してマイナ

スの効果を及ぼすはずであることを明らかにした。 

そして最終的に、配偶者控除の全廃は、何らかの事情でパート労働を選択せざるをえない「弱

者」に、現在以上の経済的負担を課すだけでなく、社会維持に必要なコスト負担をもこうし

た「弱者」により集中させることになるため、配偶者控除の全廃が、一部の識者が指摘する

ような「真の弱者救済」を実現するかどうかは疑問である、と述べている。 

 坂田・McKenzie（2005）は、2004年度と2005年度の「慶應義塾家計パネル調査 (Keio 

Household Panel Survey)」を用いて、有配偶女性の就労選択に関する分析と、労働時間選

択に関する分析を行っている。有配偶女性の就労選択に関する分析は、「就労の有無」を被

説明変数に、「年齢」、「学歴」、「夫の収入」、「妻の勤労所得以外の収入」、「家族人

数」、「未就学児童数」を説明変数として推定をしている。労働時間選択に関する分析は、

対象を週労働時間が35時間未満のパート労働者に限定し、上記と同じ説明変数で推定をして

いる。 

その結果、就労選択に関してはいずれのケースも統計的に有意な変化はなく、配偶者特別

控除の上乗せ部分の廃止が有配偶女性の就業率を上昇させる効果があったとは言えないと

いうことを明らかにしている。一方で、労働時間の分析では配偶者特別控除の廃止が有配偶

女性の労働時間をおよそ４時間増加させたということを明らかし、配偶者特別控除の上乗せ

部分の廃止は女性の就業選択には影響がなかったものの、労働時間を増加させる効果がわず

かではあるが確認できたということも明らかにしている。さらに分析の結果をふまえて、配

偶者特別控除の上乗せ部分の廃止では、額が小さすぎるために有配偶者の労働供給に大きな

影響を与えるほどのインパクトがなかったということも述べている。 

 以上の先行研究を参考に、我々はこれらの先行研究とは異なる坂田・Mckenzie（2005）以

外の時系列データとパネルデータ１２を用いた分析を行う。最新時点を含むデータを用いる

ことで、先行研究では扱われていない 2003 年３月に決定され 2004 年１月から実施された配

偶者特別控除の上乗せ部分の廃止の影響を明らかにすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
１２ ほとんどの先行研究で個票ベースのパネルデータが用いられている。我々は個票データを利用することができない
ので、年齢階級をクロスセクション方向の単位とする擬似パネルデータ用いた。以後はこの擬似パネルデータを単に

パネルデータと呼ぶ。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００６発表論文  1６th‐1７th Dec.2006 

 20

第2節 税額控除 
 

 

本節では、ＥＩＴＣが労働市場への参加、労働時間に与えた影響についてアメリカの分析

例をまとめた内閣府政策統括官（2002）の「海外諸国における経済活性化税制の事例につい

て」の内容を紹介する。 

この先行研究の中でまず、労働市場への参加の観点から見ると Eissa and Liebman(1996)

は、ＥＩＴＣ拡大が独身女性の労働参加率に与えた効果についての分析において、シングル

マザーの労働参加率を 2.8%上昇させたとしている。 

 また、Eissa and Hoynes(1998),Dickert,Houser and Scholz(1995)、Meyer and Rosenbaum 

(1999)においても、異なる分析手法を用いながら、シングルマザーの労働参加率を上昇させ

る一方、世帯 2番目の稼ぎ手に対してはネガティブな効果を持つという同様の結果を得てい

る。具体的にはまず、Eissa and Hoynes(1998)では、84 年から 96 年までのＥＩＴＣ拡充に

より、既婚男性の労働参加率は 0.2%ポイント上昇、既婚女性の労働参加率は 1.2%ポイント

低下し、純所得に対する労働参加への弾性値が既婚男性 0.03、既婚女性で 0.29 であること

を示唆している。次に Dickert,Houser and Scholz(1995)では、93 年の EITC の拡充により、

シングルマザーの労働参加率はベースの 56.4%から 3.3%ポイント上昇し、純所得に対する労

働参加の弾性値が約 0.85 であることを示唆している。３番目に Meyer and Rosenbaum(1999)

では、女性が働けば所得税が 1,000 ドル減少するとした場合、雇用は 2.3%から 2.9%ポイン

ト上昇し、純所得に対する労働参加への弾性値が0.69から0.70であることを示唆している。 

次に労働時間の観点からは、ＥＩＴＣが労働時間に小さいながらもネガティブな影響を与

えている。Liebaman(1997)は、限界税率が不連続になっているにも関わらず、ＥＩＴＣが定

率減少する区間のはじまりと終わりに勤労者は集まってはないことを示し、ＥＩＴＣが既に

労働市場にいる者の労働時間との関係を多くの勤労者が正確に把握していないからだとし

ている。しかし、このようなネガティブな影響がある一方で、ＥＩＴＣが全労働時間（ＥＩ

ＴＣにより新たに参加した労働者及び労働時間を減少させた労働者を含む）に与える影響に

ついては、Kean and Moffit(1998)は、84 年から 96 年までのＥＩＴＣ拡充により、労働時

間の合計はわずかに増加し、中位の週労働時間は 24.1 から 26.5 に増加し、この変化は新規

の労働市場にいた者の労働時間減少によっても変わらなかったとしている。さらに

Dicket,Houser and Scholz(1995)でもプラスの影響があるとしている。 

 最後に、貧困対策としてのＥＩＴＣの効果だが、Liebaman(1997)の分析によると、アメリ

カでは、1976 年から 1996 年の間に最低所得層の割合が 4.4%から 3.7%に低下し、最高所得

層は、16.0%から 21.4%に上昇したが、この期間に子供のいる世帯において、ＥＩＴＣは最

低所得層の所得低下の 29%、第２下層の９%を埋め合わせたとしている。また Council of 

Economics Advisors(1998)は、1997 年にＥＩＴＣにより 430 万人が貧困から脱出したとし

ている。以上の先行研究の結果を参考に、我々は第５章でＥＩＴＣと同様の新たな税額控除

を日本に適用した時の効果を明らかにしていく。 
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第4章          
配偶者控除･特別控除に関する実証分析 

  

 

第４章では、配偶者控除・特別控除制度についての実証分析の方法およびその結果につい

て説明する。 

第１節ではこの制度が女性の労働意欲を制限しているかどうかを調べるために総務省『家

計調査年報』の「年間収入５分位・10 分位階級別 1 世帯当たり年平均 1 ヶ月間の収入と支

出（勤労者世帯）」の 2000 年から 2004 年の平均値を用いて、世帯全体の収入と配偶者の収

入が、階級の違いでどのように変化するかを比較した。第２節では『労働力調査年報』（総

務省統計局）等から得られる時系列データとパネルデータを用いて、労働力人口比率を被説

明変数とする労働供給関数を男女別、あるいは年齢階級別に推定し、控除制度変更の影響が

どのように現れるかを分析している。 

 

 

 

 

第1節 制度は女性の労働意欲を制限しているか     
 

はじめに、『家計調査年報』（総務省統計局）の「年間収入５分位・10 分位階級別 1 世帯

当たり年平均 1ヶ月間の収入と支出（勤労者世帯）」の 2000 年～2004 年の平均値を用いて、

世帯全体の収入と配偶者の収入が、階級１３の違いでどのように変化するかを比較してみた。 

図 17 をみると、世帯全体の収入は、階級と金額がほぼ一直線上にあることがわかる。一方

で配偶者の収入は、第９分位と第 10 分位の間に大きな差があるということがわかった。そ

れは世帯主の収入が 1,000 万円を超えた場合（主に第 10 分位に属すると思われる）は控除

制度が適用されなくなるため、ここで大きな差が生じたと考えられる。つまり、第 10 分位

に属する配偶者は制度によって就労調整をする必要がなく自由に働くことができるのに対

して、第９分位以下に属する配偶者は制度によって制限が加えられていることから、十分満

足のいく就労ができていないのである。以上の結果から、女性の労働意欲を制度が制限して

いると判断できる。 

 

                                                      
１３ 年間収入で、第 1 分位:～3,590,000・第 2 分位:3,590,001～4,520,000・第３分位:4,520,001～5,210,000 第 4 分
位:5,210,001～5930,000・第 5 分位:5930,001～6,640,000・第 6 分位:6640001～7,470,000・第 7 分位:7,470,001～
8,400,000・第 8 分位：8,400,001～9,580,000・第 9 分位:95,800,001～11,520,000・第 10 分位:11,520,001～ であ
る（単位は円）。 
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図 17 階級別世帯全体と配偶者収入 

（総務省統計局 家計調査長期時系列データより作成） 

注）縦軸の収入は月額、横軸は所得階級を表す。  

第2節 労働供給関数の推定 
 

第１節で、制度が女性の労働意欲を制限していることがわかった。ここでは、制度の変更

が女性の労働供給に与える影響を、労働供給関数の推計を通じて明らかにしていく。 

 

 

 

１． 分析に用いるデータ：時系列データとパネルデータ 
 
まず、実証分析に用いる時系列データとパネルデータの特徴について説明をおこなう。 

時系列データとは、特定の時間に観察されたデータの系列である。年、四半期、月ごとに

データを並べて、全体の統計から変数間の関係を判断することができる。時系列データの問

題として、継続される異時点間の偶然的要因である撹乱項 tu がしばしば独立でない場合が
ある１４。 

                                                      
１４ これは、 tu を回帰式で誤差項とするとき、 

0][ 1 ≠−tt uuE と書き表すことができる。このような場合、撹乱項を以下のように想定することができる。 

ttuu ερ += −1  

tε は平均が０、分散が
2σ 、撹乱項それぞれが相互に独立の確率分布に従うとすると、 

0][ =tE ε  22 ][ σε =tE  0][ =stE εε

             

 

を、全て満たす。なお、撹乱項u と独立に分布する。このとき tu と 1−tu の共分散が 2ρσ となり、相関係数が ρ とな
る。この関係を自己相関と呼び、これによる問題は時系列データに特有のものである。撹乱項に自己相関がある場合で

も、最小二乗推定量はu が xと独立なかぎり不偏推定量であるが、有効推定量ではなくなっている。よって、時系列デ
ータに最小二乗法を用いる際、撹乱項に対して自己相関があるかどうかを実際に検定し、推定結果が信頼可能かを判断

する必要がある。１階の自己相関に関する検定統計量として最もよく用いられるのがダービン・ワトソン比である。 
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これに対し、特定の時点において観察された、個体のデータをクロスセクションデータ（横

断面データ）という１５。さらに、時系列データやクロスセクションデータでは、情報量が

限られたり、解釈が複数可能な場合が生じたり、多重共線性の問題が発生したりと、多くの

問題が発生する。これらの問題を解決する手段として、パネルデータ１６を用いることが有

効となる。 

パネルデータとは、時系列データとクロスセクションデータのプールであり、プールデー

タ中、多数の同一の個人に関する長期間にわたる観察値をさす。特に時系列に比べてクロス

セクションの観察値が多いデータをパネルデータと呼ぶことが多い。 

パネルデータの長所は全部で３つある。１つめは、数多くのデータポイントが確保できる

ことである。時系列データと異なり、多重共線性の問題を解消できる上、自由度も増えるた

め、推定効率が向上する。２つめは、クロスセクションデータあるいは時系列データだけで

はわからないことが明らかになることである。パネルデータを用いれば、クロスセクション

データと時系列データを分けて計測でき、２つの解釈が可能な場合はクロスセクションデー

タと時系列データ、どちらかの観察を用いて、最適な解釈を採用することができる。３つめ

は、除外変数と説明変数の相関から生じる影響をなくすことができることである。ただし、

全てのクロスセクションデータと時系列データについて、パラメータが一定であると仮定で

きるかが問題点として存在する。 

次節の推定では以上のような特徴を考慮して、時系列データとパネルデータの両方を用い

て分析を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
１５ クロスセクションデータにおいて、独立変数 jx の水準に依存して異なる場合、撹乱項の分散の不均一性が問題と

なる。このような場合、撹乱項の分散の仮定は 22 ][ jjuE σ=  と表される。自己相関と同様に、最小二乗推定量はu
が xと独立なかぎり不偏推定量であるが、有効推定量ではなくなっている。さらに分散の推定量の不偏性が無くなるこ
とで、通常の形での係数の有意性検定も不可能となる。時系列データと同じくしてクロスセクションデータに最小二乗

法を用いる際には、撹乱項に対して撹乱項の分散の不均一性があるかどうかを検定し確認する必要がある。 

１６代表的なパネルデータには、アメリカで行なわれている 1966 年に 45 歳から 59 歳の男性、14 歳から 24 歳の男性、

1967 年に 30 歳から 44 歳の女性、14 歳から 22 歳の女性、1979 年に 14 歳から 21 歳の男女、計 5つのコーホートに、定

期的にインタビューした NSL（National Longitudinal Surveys of Labor Market Experience）と、1968 年から現在に

至るまでの 6000世帯、計 15000 人の経済情報を定期的にインタビューした PSID(University of Michigan’s Panel Study 

of Income Dynamics)がある。日本では、厳密にパネルデータと言えるものは少ないが、樋口他（2001）で用いられてい

る家計経済研究所のデータはその代表例である。また、企業の財務データについてはパネルデータと見なすことができ

る。 
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２．パネルデータによる労働供給関数の推定 
 

労働供給関数の特定化 

 

配偶者控除・特別控除制度の変更による影響を調べるために、まず最近時点までの時系列

データを用いて分析を行った。ここでは、労働供給関数を男女別、年齢階級別に推定する１７。

推定式は 

 

21)log()log()log( 43210 DUMMYDUMMYRWUNELPR ααααα ++++=  

 

LPR＝労働力人口比率（労働力人口÷15 歳以上人口、年齢階級別） 
UNE＝失業率（年齢階級別） 
RW ＝実質賃金（（1－負担率）×決まって支給する現金給与額/消費者物価指数） 

1DUMMY ＝ダミー１（1995 年まで０、それ以降１） 
2DUMMY ＝ダミー２（2003 年まで０、それ以降１） 

 

である。なお、弾力性が一定という仮定の下で係数の大きさを推定するために両辺に対数を

とった。さらに、推定式に完全失業率が説明変数として含まれているが、これは失業率の上

昇による求職意欲喪失の影響をモデルに取り入れるためである。完全失業率の係数の符号

は、失業率が上昇すると、労働力人口比率が減少することからマイナスになると予想される。 

なお、税引き後賃金の係数の符号は、第 2章の第１節に述べたようにプラスとマイナスの両

方が考えられる。 

 

 

使用データの記述統計量 

 

はじめに、推定に使用するデータの記述統計量について説明する。表１～６は男女別、年

齢階級別の労働力人口比率、完全失業率、税引き後賃金を男女間でその特徴を比較したもの

である。 
 

 

   
 

表１ 女性の年齢階級別労働力人口比率の比較 

                                                      
１７本来は未婚、既婚別に分析を行うのが望ましいが、今回はデータの制約から男女別で行った。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００６発表論文  1６th‐1７th Dec.2006 

 25

 

                                                 

 
表２ 男性の年齢階級別労働力人口比率の比較 

 

 

 
表３ 女性の年齢階級別完全失業率の比較 

 

 

 
表４ 男性の年齢階級別完全失業率の比較 
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表５ 女性の年齢階級別税引き後賃金の比較 

 

 

 
表６ 男性の年齢階級別税引き後賃金の比較 

 

 

１．労働力人口比率の比較 
  
 15 歳から 19 歳階級および 65 歳以上階級の年齢階級の労働力人口比率の平均を見てみる

と女性に関して、15 歳から 19 歳階級は 17.06087%、65 歳以上階級は 15.1087%、男性に関

して、15 歳から 19 歳階級は 17.99565%と、65 歳以上階級は 35.37391%と、男女ともに他

の年齢階級に比べてかなり労働力人口比率が低い。女性の 25 歳から 29 歳階級の標準偏差が

かなり大きい値を示しているが、この年齢階級の女性は出産・育児で仕事を中断する人と仕

事を続ける人の区別がはっきりすることから、標準偏差が大きくなっていると思われる。 

 

２．完全失業率の比較 

  

男女の完全失業率を各階級別で見ると、15から19歳の階級が男女ともに最も完全失業率平

均の値が高いことがわかる。また、完全失業率は年齢の上昇とともに男女ともに減少する傾

向にあるが、男性60から64歳の階級は7.530435%と値が一段と高くなっている。 
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３．税引き後賃金の比較 

 

 15 歳から 19 歳階級では女性の平均は 1,671.686 万円、男性の平均は 1,917.057 万円と

他の年齢階級より低い。女性に関しては、20 歳から 65 歳以上階級まで、大きな格差は見ら

れない一方で、男性は 50 歳から 54 歳階級まで賃金が上がり続け、55 歳から 59 歳階級から

は減少の傾向を見せている。男性では日本の年功序列制がはっきりと見られているが、女性

は男性と総体的に年功序列制の傾向が見られないことがわかる。 

 

以上の比較をふまえたうえで、以下に分析における具体的手続きを述べる。 
パネルデータでは 15 歳から 19 歳と 65 歳以上の年齢階級をはずして推計した。労働力人

口比率の比較で指摘したように、15 歳から 19 歳と 65 歳以上の年齢階級は労働力人口が極

端に低いことが判明し、15 歳から 19 歳階級は学生が多くを占めていてまだ働きに出ている

人が少ないことに加え、65 歳以上階級では退職している人が多いことが明らかになったた

め、推計には用いなかった。 

配当や住宅ローンの影響を除き、税と社会保障負担のみを適用した税引き後賃金を割り出

すために非消費支出を実収入で割った負担率１８を作成し、きまって支給する現金給与額と

消費者物価指数の比率である。実質賃金を修正し計算上含めた。ダミー１は 1995 年の改正

の影響１９を、ダミー２は 2003 年の改正の影響を表している。このモデルは、配偶者控除・

特別控除制度の変更によって男女それぞれの労働力人口比率が影響を受けているか、および

税引き後賃金が労働力人口比率に影響を与えているか、与えているならば労働力人口比率は

どのように変化しているかを調べるためのものである。なお、パネル推計には固定効果モデ

ルを使用している。固定効果モデルとは、説明変数と観察不能な経済主体特有の効果を表す

誤差項が相関しているモデルのことである。 

男女それぞれの年齢階級について、労働力人口比率２０を被説明変数、税引き後賃金・完

全失業率、ダミー１、ダミー２を説明変数として回帰分析を行い、ダミー２の t値に注目す
る。配偶者控除・特別控除が女性の労働供給に影響を与えていれば、女性のダミー変数は有

意になるはずである。ダミー1 の係数は樋口他（2001）によるとパート労働の増加に寄与
するが、全体としては労働力人口比率にどのような影響があるのかは明らかになっていな

い。それぞれの推定に使われるデータは、労働力人口比率、完全失業率は『労働力調査年報』

（総務省統計局）の 1987年から 2005年の暦年データ、負担率に用いた実収入と非消費支出
は『家計調査年報』（総務省統計局）の 1987年から 2005年の暦年データ、きまって支給さ
れる現金給与額は『賃金構造基本調査』（総務省統計局）の 1987年から 2005年の暦年デー
タ、消費者物価指数は『物価統計年報』（総務省統計局）の総合物価指数の 1987年から 2005
年の暦年データである。 

 

 

 

 

 

                                                      
１８負担率に関して、家計調査の所得分位別の負担率と年齢階級別のマッチングを行った。 
１９配偶者控除の金額が 35万円から 38万円に変更され、専業主婦の評価が高まった。また控除金額の範囲が拡大され、

配偶者はそれ以前より「収入の壁」を気にすることなく働くことができるように考慮された変更である。 
２０多くの経済学者は労働力化の決定のほうが労働時間の決定よりも重要であると考えている。第一に、労働力として働

くことは、それによって教育、技術、および社会安定に寄与する社会への帰属意識をもたらすことになる。第二に、多

くの仕事については、労働時間を決定する際の裁量の大きさは、これまでずっと、制限されていたことにある。確かに、

時代とともに労働時間は経済力に反応して調整され、平均労働時間は、20世紀前半では顕著に減少してきたが、ごく最
近では、特に所得分布の最下層では賃金が上昇せずに、下落さえしているときに、労働時間は増加した。個人は通常、

労働時間の決定に際して決定できる立場にない。したがって、労働時間ではなく労働力人口比率を被説明変数とした。 
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推定結果 

 

表７はパネルデータを用いて、男女 2 つのモデルの推定結果を示したものである２１。パ

ネルデータを用いた労働力人口比率の推定により、配偶者控除・特別控除制度の変更の影響

について以下のことがいえる。 

1995 年度の配偶者控除の拡充はダミー１を見るように、 t値が男性 1.810 と有意２２では
なく、女性は 3.663 と有意になっている。さらに女性の係数は 0.044 とプラスの値を示して

いる。これは樋口他（2001）によると配偶者控除の拡充は有配偶者女性のパート労働者とし

ての労働力を増大させると述べていることから、正社員ではなくパート労働者が増大したと

思われる。 

次に、2003 年度の配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止による影響を見るためにダミー2

に注目する。分析結果では男性は係数が有意でありマイナスであるが、その値はとても小さ

いためほとんど影響はないと思われる。一方で女性は 2.114 でこちらも有意で、2003 年の

制度改革の影響表れている。よって、2003 年の配偶者特別控除制度の上乗せ部分の廃止は

労働供給に影響することがわかった。女性の労働力が抑制されている配偶者控除・特別控除

制度が廃止されれば、女性は今まで以上に働きにでると想定できる２３。 

 

 

表７ パネルデータによる労働供給関数の推定結果 

 

 

３．時系列データによる労働供給関数の推定 
 

次に、時系列データを用いて年齢階級別に労働供給関数の推定を行う。表８は 25 歳から

29 歳階級と 30 歳から 34 歳階級の推定結果を示したものである。ダミー２については、男

性の係数はパネルデータ同様、マイナスでとても小さいことから、配偶者控除の影響はほと

んどないと言える。それに対して女性は、係数はプラスであることから、配偶者控除制度廃

止の影響がプラスに出ている。しかしこの他の年代では、女子のダミー２の係数が正で有意

になる結果は得られなかった。24 歳以下は、就業以前であることが原因と考えられる。35

歳以上の年齢については、理由は不明であるが、労働供給関数の説明変数として除外されて

いるもの（例えば世帯主の所得等）の影響があるのかもしれない。しかし、Ｍ字カーブの窪

み部分にあたる 25 歳から 34 歳の女性のダミー２の係数はプラスで有意であるので、この年

                                                      
２１ パネルデータ分析ではクロスセクションデータの内 15 から 19 歳と 65 歳以上の労働力人口は、まだ働いていない、
もしくは既に引退している人々が多いことから、推定には含めていない。 

２２ ５％有意水準で有意 
２３ 男性のダミー２がマイナスで有意なことは、ダミー２が配偶者控除・特別控除の制度変更を表しているということ
とは矛盾する結果である。男性の労働供給を説明するために必要な説明変数が除外されている可能性がある。 
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齢階級については配偶者控除の上乗せ部分の廃止が労働供給の増加につながっていると言

えよう。 

以上の分析結果から、配偶者控除・特別控除の廃止は女性の労働力人口の増加に貢献する

ことが明らかとなった。また、坂田・McKenzie（2005）によれば 2004 年からの配偶者特別

控除の上乗せ部分の廃止の効果を分析して影響がないと述べているが、われわれの分析結果

では女性は係数がプラスで有意である。2004 年の制度改革の影響がでていることが明らか

となった。 

 

 

 

 
  

表８ 時系列データによる労働供給関数の推定結果 
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第5章 新たな税額控除制度導入の効果 

 

 

第４章では配偶者控除の廃止を主張したが、坂田・McKenzie（2005）によれば 2004 年か

らの配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止のマイナス面を強調している。第５章ではこの問題

を解消するために配偶者控除・特別控除の廃止のみならず、新たな税額控除の導入によって

このマイナスの効果を緩和させ、なおかつ労働供給を増大させるべく、新たな税額控除を日

本に適用した場合に関する分析について述べる。 

第１節では税美後賃金と、労働力人口比率の関係を評価する。第２節では、前章の推定結

果を使用して EITC のような税額控除制度を日本の現行制度に新しく適用したらどうなる
かを述べる。 

 

第１節 税額控除導入にあたって 
  
 
税額控除導入は、税引き後賃金の増加と捉えることができるため、われわれは税引き後賃

金に注目する。前節のパネルデータの推定結果によると税引き後賃金に関しては t値が男性
9.8、女性 2.399 と両方ともに有意である。係数を見ると男性で 0.135、女性で 0.207 とな
っており、係数がプラスの値をあらわしている。Eissa and Hoynes(1998),Dickert,Houser 

and Scholz(1995),Meyer and Rosenbaum(1999)と弾力値の大きさを比較した場合、似た結果

が得られていることがわかった。また、年齢階級別の推定結果によると、男性は 25歳から
29歳では有意ではなく、30歳から 34歳では有意係数は 0.128である。女性は、25歳から
29 歳は有意で係数は 1.096、30 歳から 34 歳からは有意で係数は 0.338 である。税引き後
賃金の係数は、第２章の第１節で述べたように理論的にはプラスもマイナスもありえるが、

このケースではプラスになっている。これらの結果から、税引き後賃金は労働力人口比率に

影響を与えていることと、税引き後賃金と労働力人口比率の間にはプラスの関係があること

が判明した。税額控除を導入すれば、税引き後賃金が上がり、男性の低所得者および全体と

して低所得者である女性を中心として労働者が増加することができる。 
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第２節 現行制度の下で税額控除を導入した場合の効果 
 

 

本節で日本に税額控除を導入した場合の、労働力人口の変化を検証する。図 18は、所得
別の女性の労働力人口を表している。これは『労働力調査』（総務省統計局）の 2005 年の暦

年データを基に作成したものである。 

図 18 によると、所得 150 万円未満の女性は女性の労働人口の約半数を占めている。所得

150万円以上 200万円未満と所得200万円以上 500万円未満はそれぞれ11％と 36％である。

まとめると、500 万円未満の労働力人口は全体で約９割を占めている。他方、500 万円以上

の所得を稼ぐ女性はたった 7％しかいない。これまで重ねて述べてきたが、女性は男性と比

べて所得が低く、女性の中でも正社員よりパートタイマーとして働く人は更に所得が低いこ

とに加え、パートタイマーとして働く女性が多いことがこのグラフの結果に反映されてい

る。所得 150 万円未満の女性は主にパートタイマーであり、低所得者であることと、女性の

労働人口の約半数を占めていることを踏まえ、われわれは主としてこの所得層の女性の労働

力人口を増加させるべく新たな税額控除を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 所得別女性の労働力人口 

（総務省統計局「労働力調査」より作成） 

 

税額控除を導入して労働力人口の変化を推計する。本来ならばＥＩＴＣの基準をそのまま

日本に適用し推定するべきだが、アメリカと日本のさまざまな制度の違いにより、そのまま

適用するのは困難であった。したがって、以下の仮定をおく。 

 

① 所得 10 万円以上 50 万円未満を税額控除の増加局面として、税額控除を一律５万円とす

る 

② 所得 50 万円以上 150 万円未満を税額控除の増加局面として、税額控除を５万円から

2500 円ずつ増加させる 

③ 所得 150 万円以上 200 万円未満では一定局面として税額控除中最大の 75,000 円の控除

を付与する 

④ 所得200万円以上500万円未満の減少局面では税額控除額を75,000円から2500円ずつ

減少させる 
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これらをまとめたのが表９である２４。各項目は以下の通りである。 

 

・所得 
・控除導入前の税額 1,000円から 3,299,000円 所得×10％ 
          330万円から 8,999,000円 所得×20％－33万円 
・税額の控除額   上記の①～④を参照 
・控除導入後の税額 控除導入前の税額－税額の控除額 
・税引き後所得   所得－控除導入後の税額 
・限界税率     税金の増加率 
・所得：控除なし  現行制度（導入前）の税引き後所得 
・可処分所得増加率 税額控除導入後税引き後所得÷税額控除導入前税引き後所得 
 

第４章の第２節でパネルデータを用いて推計した税引き後賃金の係数と税額控除を導入

した場合の税引き後所得の増加率を参考に、500 万円未満の労働力人口がどのくらい変化す

るかをみる。2005 年時点で 500 万円未満の労働力人口は男女それぞれ、2271 万人、2394 万

人である。 

推定によると、税額控除を導入すると男性で 196,650 人、女性で 317,862 人、あわせて

514,512 人労働供給が増加するという結果になった。また、所得階級別にパネルデータで得

られた係数を用いて分析したところ、次のような結果が得られた。 

 

・150 万円未満       男性 74,394 人 女性 326,650 人 

・150 万円以上 200 万円未満 男性 12,264 人 女性  26,904 人 

・200 万円以上 500 万円未満 男性 31,354 人 女性  26,618 人 

 

全体で男性は 118,011 人、女性は 380,179 人労働力人口が増加する。 

次に年齢階級別の推定結果を用いて同様の推計を行う。本来ならば所得階級別の弾力値を

使うべきだが、データがなかったので年齢階級別で分析を行った。よって、所得階級別に対

応する年齢階級別の弾力性を使って所得階級別の労働力人口を計算する。データは第２節の

時系列データを使う。男性については 25 歳から 29 歳では税引き後賃金の t値が有意ではな
いのと、30 歳から 34 歳の実質賃金の弾力性は、パネルデータで得られた値と近いことから

女性のみ推計した。結果は以下の通りである。 

 

24 歳から 29 歳の税引き後所得に対する弾力性を用いた場合 

・150 万円未満       1,729,540 人 

・150 万円以上 200 万円未満   142,450 人 

・200 万円以上 500 万円未満   140,936 人 

 

30 歳から 34 歳の税引き後所得に対する弾力性を用いた場合 

・150 万円未満         533,380 人 

・150 万円以上 200 万円未満    43,941 人 

・200 万円以上 500 万円未満    43,464 人 

 

全体では前者が 2,012,926 人、後者で 620,775 人労働力人口が増加する。前者は他の先行

研究と比較しても労働供給関数の係数が大きいので過大な推計となっている可能性がある。

しかし、最も小さなケースでも女性労働者は 30 万人以上増加することが明らかになった。

                                                      
２４ なお、この計算では現行制度下での様々な控除等は考慮していない。 
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さらに配偶者控除を全廃した際の効果を考えると、労働力人口はよりいっそう増えるであろ

う。 

労働力人口の不足を補う人数として、この数は今後の日本を支えていくうえで大変貴重で

あるため、税額控除は労働供給に対して大きな効果が期待できる政策であるとわれわれは考

える。 
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表９  税額控除制度導入後の所得毎の可処分所得増加率 

注）金額の単位は万円 
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第6章 政策提言 

 

 

我が国において早急に着手しなければならない課題として、冒頭で生産年齢人口の減少が

深刻となっていることを指摘した。生産年齢人口の減少を補うために、われわれは女性に注

目し、女性の労働力を十分に生かせる政策を考えてきた。そして、女性が専業主婦でありつ

づけることを制度的、経済的に有利にし、女性の就労を抑制している配偶者控除・特別控除

に着目し、両制度の廃止によって女性の労働供給が増加することを明らかにした。さらに税

額控除の導入によって女性の労働供給を大きく増加させることが可能であることを示した。

これらの結果をふまえた上で、以下の政策提言を行う。  

一つめは、「配偶者控除・特別控除制度の廃止」である。我々の分析によると、配偶者特

別控除の上乗せ部分の廃止によって、女性の労働力人口は増加している。したがって、配偶

者控除・特別控除が女性の就労に制限を加えていると考え、両制度が廃止されるべきである

という結論に至った。制度的、経済的拘束を無くした場合、女性は自由に就労することが可

能となり働くインセンティブが高まってこれまで以上に働くようになると考えられる。特

に、Ｍ字カーブの窪み部分にあたる年齢階級の女性にとって、両制度廃止の効果は大きい。 

二つめは「税額控除の導入」である。分析結果から、男女ともに賃金と労働力人口比率に

はプラスの関係があることがわかった。さらに、男性よりも女性のほうが賃金に大きく反応

していることが明らかになった。よって、一つめの政策提言である配偶控除・特別控除制度

の廃止に伴う増税に対して、減税策である新たな税額控除の導入を二つめの政策提言とす

る。アメリカの税引き後勤労所得税額控除制度(ＥＩＴＣ)を参考に、低所得者のみに控除を

適用する。税額控除は賃金の増加につながり、特に低所得者の多い女性の労働供給にプラス

の影響を与える。 

 これら二つの政策によって女性の労働力をいっそう活用させることが可能となる。 
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